
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

主
要
構
造
部
の
う
ち
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
部
分

主
要
構
造
部
の
う
ち
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
部
分
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
部
分
と
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

１

当
該
部
分
が
、
当
該
部
分
に
お
い
て
通
常
の
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
建
築
物
の
他
の
部
分
又
は
周
囲
へ
の
延
焼
を

有
効
に
防
止
で
き
る
床
、
壁
又
は
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



２

当
該
部
分
が
避
難
の
用
に
供
す
る
通
路
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
建
築
物
に
存

す
る
者
の
全
て
が
当
該
通
路
を
経
由
し
な
い
で
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
百
八
条
の
三
関
係
）

二

大
規
模
の
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
部
分
又
は
防
火
設
備
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準

大
規
模
の
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
部
分
又
は
防
火
設
備
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

主
要
構
造
部
の
部
分
等
の
構
造
が
、
当
該
建
築
物
の
周
辺
高
火
熱
面
積
（
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る

通
常
の
火
災
に
よ
る
熱
量
に
よ
り
、
当
該
建
築
物
の
用
途
等
に
応
じ
て
算
出
し
た
当
該
建
築
物
の
周
囲
の
土
地
に
お
け

る
熱
量
が
、
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
熱
量
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
の
面
積
を
い
う
。
）
の
規
模
を
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
機
能
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
規
模
以
下
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

特
定
主
要
構
造
部
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
九
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
百
九
条
の
七
関
係
）



三

別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分

建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
等
の
規
定
の
適
用
上
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
部
分
は
、
建
築
物
が
火
熱
遮
断
壁
等
（
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
防
火
設
備
（
以
下
「
壁
等
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
火
熱
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
（
建
築
物
の
構
造
等
に
応
じ
て
火
災
が
継
続
す
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷

を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
の
う

ち
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
以
外
の
も
の
（
以
下
「
特
定
非
加
熱
面
」
と
い
う
。
）
の
温
度
が
、
特
定
非
加
熱
面
が
面

す
る
室
に
お
け
る
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
等
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
壁
等
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当

該
壁
等
が
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。



４

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物
の
部
分
の
倒
壊
に
よ
っ
て
生
ず
る
応
力
が
伝
え
ら
れ
た

場
合
に
、
一
定
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
建
築
物
の
他
の
部
分
に
防
火
上
有
害
な
損
傷
を
生
じ
さ
せ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

当
該
壁
等
が
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物
の
部
分
か
ら
屋
外
に
出
た
火
炎
に
よ
る
当
該

建
築
物
の
他
の
部
分
へ
の
延
焼
を
有
効
に
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
百
九
条
の
八
関
係
）

四

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
、
令
第
百
九

条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
条
第
二
号
関
係
）

五

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和

１

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
関
す
る
既
存
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
又
は
改
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
範

囲
と
し
て
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
部
分
の
特
定

主
要
構
造
部
の
一
部
が
令
第
百
九
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
定
め

る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。



２

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
関
す
る
既
存
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
範
囲
と
し
て
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
用
途
の
変
更
（
当
該
変
更
後
に
当
該
建
築

物
の
利
用
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
で
あ
っ

て
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
を
定
め
る

も
の
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
十
二
ま
で
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
附
則
第
二
項
関
係
）


